
意 見 書 

　我が国には、Ｃ型肝炎患者がおよそ200万人、Ｂ型肝炎患
者がおよそ150万人もいるといわれ、ウイルス性肝炎は、ま
さに国民病である。しかも、その大半が、輸血、血液製剤の
投与、予防接種における針・筒の不交換などの不潔な医療行
為による感染、すなわち医原性によるものと言われている。 
　Ｂ型肝炎については、集団予防接種によるＢ型肝炎ウイル
ス感染被害者が、国を被告として損害賠償を求めた訴訟の最
高裁判決が平成18年６月16日に言い渡され、最高裁判所で国
の行政責任が確定した。また、Ｃ型肝炎についても、血液製
剤の投与によるＣ型肝炎ウイルス感染被害者が、国と製薬会
社を被告として損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟の大阪地裁判
決が平成18年６月21日に、福岡地裁判決が８月30日に言い渡
され、これらのいずれの判決でも国の行政責任・製薬企業の
不法行為責任が認められた。 
　このように、司法の場では、ウイルス性肝炎の医原性につ
いて、国の政策の過ちが明確に認定されている。 
　Ｂ型、Ｃ型肝炎は、慢性肝炎から肝硬変、肝臓がんに移行
する危険性の高い深刻な病気である。肝癌の年間死亡者数約
３万人の９割は、Ｂ型、Ｃ型肝炎患者である。このような事
態を鑑みれば、政府は、係争中の訴訟を直ちに終了させ、全
てのウイルス性肝炎患者の救済を実現するための諸施策に直
ちに取りかかるべきである。 
　よって、国におかれては、すべての肝炎患者救済のため、
下記事項を緊急に実現されるよう、強く要望する。 

記 
１.薬害肝炎訴訟を直ちに終結し、適切な賠償を実施するこ
　と。 
２.フィブリノゲン製剤および血液凝固第Ⅸ因子製剤を納入
　した全医療機関に対して、患者の追跡調査を指示し、特
　定された患者に対して、投与事実の告知と感染検査の勧
　奨を指導し、その結果を速やかに公表すること。 
３.集団予防接種の被害実態調査を行い、適切な対応を取る
　こと。 
４.以下の対策を実施すること。 
　　①ウイルス検診体制の拡充と検査費用の負担軽減をする
　　　こと。 
　　②ウイルス性肝炎の治療体制の整備、とりわけ治療の地
　　　域格差の解消に努めること。 
　　③ウイルス性肝炎治療の医療費援助、および治療中の生
　　　活支援策を実施すること。 
　　④ウイルスキャリアに対する偏見・差別を一掃すること。 
　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
平成18年10月５日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県加古川市議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長　渡辺　昭良

肝炎問題の早期全面解決とウイルス性 
肝炎患者の早期救済を求める意見書 

　平成18年４月の診療報酬改定で、リハビリテーションは、
脳血管疾患、運動器、呼吸器、心大血管疾患の４疾病領域だ
けを対象とし、脳血管疾患は、発症・手術または急性憎悪か
ら180日以内、運動器は、発症・手術または急性憎悪から150
日以内、呼吸器は、治療開始日から90日以内、心大血管疾患
は、治療開始日から150日以内との算定日数上限が設定された。 
　また、障害児（者）リハビリは、給付期間が無制限となって
いるが、提供できる施設は、児童福祉法で規定された重症心
身障害児施設等に限られている。 
　さらに上記改定により、患者等のリハビリサークルなどの
自主的な取り組みが、病院側の都合でとりやめになったり、
また、脳性麻痺障害者は経過措置があるにもかかわらず、リ
ハビリの継続が断られている事例も生まれ、きわめて深刻な
事態となっている。 
　こうした動きは、患者・障害者のみならず、病院経営や理
学療法士（PT）等の専門職に大きな影響を与えることも危
惧されているところである。 
　よって、国におかれては、下記の事項について緊急に対応
されるよう、強く要望する。 

記 
１.今回の改定による影響について、患者、病院、PT等の専
　門職への調査を実施すること。 
２.給付日数リハビリの診療報酬は、疾病ごとに上限を設けず、
　患者の実情に応じて実施できるように改善すること。 
３.障害児（者）リハビリの提供施設は、重症心身障害児施設等
　に限定せず、病院等実態に応じて実施できるようにすること。 
　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
平成18年10月５日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県加古川市議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長　渡辺　昭良

　平成18年７月の診療報酬改定で、療養病床の新しい入院料
が設定されたが、療養病床削減を誘導するために、入院患者
の退院を促すものとなっている。 
　しかし、すべての入院患者が医療の必要性が低いわけでは
なく、また、特別養護老人ホームや老人保健施設では、受け
入れ困難な患者が少なくない。こうした福祉施設では、もと
もと待機者が多いこともあいまって、退院患者は、十分な医
療・介護・福祉を受けられない状況となっている。 
　療養病床の入院患者が、安心して医療・介護・福祉を受け
られるためには、現在の施設、制度の一層の拡充が不可欠で
あり、そのための基盤整備こそ急がれている。 
　よって、国におかれては、下記の事項について緊急に対応
されるよう、強く要望する。 

記 
１.療養病床削減計画を中止し、療養病床入院患者の実態調査
　を緊急に行うこと。 
２.療養病床にかかわる診療報酬を見直し、「医療区分１」の
　点数を引き上げること。 
３.介護保険事業計画の参酌基準を見直し、介護入所施設の増
　設を可能とすること。 
　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
平成18年10月５日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県加古川市議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長　渡辺　昭良

リハビリテーションの診療報酬制度に 
関する調査と改善を求める意見書 

　本定例会で、議員から意見書案3件が提出され、いずれも原案のと
おり可決されました。これらの意見書は、直ちに関係機関へ送付され
ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　平成18年第４回市議会定例会は、９月11日から10月５日まで、25日間の日程で開催されま

した。 

　平成18年度各会計補正予算をはじめ、加古川市自転車等の放置の防止に関する条例の制定

など、市長提出議案28件の審議が行われ、すべて原案のとおり可決されました。 

　また、平成17年度各会計決算17件は、すべて原案のとおり認定されました。 

BAN‐BANテレビ 
（アナログ５２ch デジタル０１８ch） 

平成１７年度各会計決算を認定 

　9月１９日から２２日まで加古川市
敬老会が開催されました。幼稚園
児による演技や歌謡ショー、漫才
などの余興が行われました。（加
古川市民会館）　　　　　 

次の定例会は１１月２８日から開催する予定です。 

療養病床削減計画の中止と 
医療・介護・福祉の基盤整備を求める意見書 

　一般質問の模様を、議場から生
中継します。 
放送日時 
１１月２９日　・３０日　 
いずれも午前9時３０分から 

●１１月２８日　　全議案上程 
　　　　　　　 質疑・委員会付託 
●１１月２９日　　一般質問 
●１１月３０日　　一般質問 
●１２月1日　　各常任委員会 
●１２月8日　　委員会審査報告（質疑、討論、採決） 
　　　　　 　　追加議案上程（即決） 
※本会議と委員会は、いずれも午前9時３０分に開会する予定で
す。会議の日程等は変更されることがありますので、傍聴をさ
れるときは、あらかじめ議会事務局（　４２７・９３０３）
へお問い合わせください。 
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問
項
目 

○
改
定
介
護
保
険
で
何
が
問
わ
れ
て
い

　
る
か
に
つ
い
て 

　
　
保
険
料
値
上
げ
の
不
服
審
査
請
求

　
　
／
現
場
で
さ
さ
え
る
介
護
労
働
者
、

　
　
事
業
者
の
実
態
に
つ
い
て 

○
子
育
て
支
援
の
充
実
に
つ
い
て 

　
　
こ
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
と
り
く

　
　
み
／
こ
ど
も
の
医
療
費
助
成
の
拡

　
　
充
／
副
都
心
東
加
古
川
の
「
こ
ど

　
　
も
広
場
」
の
開
設
／
学
童
保
育
の

　
　
受
入
学
年
の
拡
大 

     

議
員
　
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と

は
、
映
画
や
テ
レ
ビ
番
組
の
ロ
ケ
撮

影
を
誘
致
し
、
支
援
活
動
を
行
う
団

体
の
こ
と
で
あ
る
。
映
画
な
ど
の
舞

台
と
な
っ
た
地
域
が
、
イ
メ
ー
ジ
ア

ッ
プ
や
観
光
客
の
増
加
に
よ
る
経
済

効
果
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
は
全
国
の

事
例
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
も
と

も
と
観
光
資
源
が
豊
富
で
な
い
本
市

に
お
い
て
は
、
新
た
な
交
流
を
促
進

し
、
集
客
力
を
高
め
る
な
ど
、
経
済

波
及
効
果
の
高
い
観
光
振
興
策
と
し

て
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
魅
力

的
な
テ
ー
マ
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

地
域
振
興
部
長
　
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ

シ
ョ
ン
が
地
域
に
も
た
ら
す
直
接
的

経
済
効
果
や
、
映
像
作
品
に
よ
る
観

光
集
客
効
果
、
地
域
の
知
名
度
の
向

上
を
は
じ
め
市
民
の
地
域
へ
の
愛
着

心
の
向
上
へ
と
繋
が
る
間
接
的
効
果

は
、
魅
力
的
な
も
の
と
認
識
し
て
い

る
。
加
古
川
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ

ン
準
備
会
と
調
整
を
図
り
な
が
ら
、

フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
設
立
を

検
討
し
て
い
き
た
い
。 

そ
の
他
の
質
問
項
目 

○
文
化
・
観
光
振
興
に
つ
い
て 

　
　
今
後
の
観
光
振
興
策
／
既
存
の
イ

　
　
ベ
ン
ト
事
業
の
今
後
の
ビ
ジ
ョ
ン 

     

議
員
　
本
市
で
は
、
中
学
校
区
に
一

館
ず
つ
公
民
館
を
設
置
す
る
方
針
で

整
備
が
進
め
ら
れ
、
今
年
四
月
に
十

二
番
目
の
別
府
公
民
館
が
完
成
し
た

こ
と
で
、
全
中
学
校
区
に
公
民
館
が

整
備
さ
れ
た
。
た
だ
、
東
加
古
川
公

民
館
は
、
昭
和
四
十
八
年
に
建
設
さ

れ
、
老
朽
化
が
進
ん
で
お
り
、
建
て

替
え
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
が
、
現

在
の
位
置
は
平
岡
南
中
学
校
区
の
西

端
の
新
在
家
で
あ
る
た
め
、
市
民
か

ら
不
便
と
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。

校
区
内
の
市
民
の
利
便
性
を
配
慮
し
、

適
地
に
再
整
備
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
と
思
う
が
見
解
は
ど
う
か
。 

教
育
指
導
部
長
　
東
加
古
川
公
民
館

は
、
平
岡
町
と
野
口
町
を
エ
リ
ア
と

す
る
公
民
館
と
し
て
二
町
の
ほ
ぼ
真

ん
中
に
建
設
さ
れ
た
が
、現
在
で
は
、

人
口
の
増
加
に
よ
り
、
平
岡
南
中
学

校
区
を
エ
リ
ア
と
す
る
公
民
館
と
位

置
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
ご
指
摘

の
よ
う
に
校
区
の
西
端
に
位
置
し
て

い
る
た
め
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
利
便

性
を
考
え
る
と
位
置
的
に
は
課
題
が

あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
総
合
的
な

観
点
か
ら
東
加
古
川
公
民
館
の
再
整

備
を
検
討
し
た
い
。 

そ
の
他
の
質
問
項
目 

○
公
民
館
の
整
備
計
画
と
運
用
に
つ
い

　
て 

　
　
公
民
館
の
運
用
（
指
定
管
理
者
制

　
　
度
の
導
入
）
／
公
民
館
協
力
員
制

　
　
度 

○
加
古
川
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
路
線

　
の
創
設
に
つ
い
て 

　
　
東
加
古
川
ル
ー
ト
に
関
す
る
利
用

　
　
状
況
／
東
加
古
川
駅
北
ル
ー
ト
の

　
　
開
設 

○
八
幡
別
府
線
に
関
す
る
渋
滞
緩
和
対

　
策
に
つ
い
て 

　
　
六
反
田
交
差
点
の
渋
滞
対
策
／
新

　
　
在
家
交
差
点
の
渋
滞
対
策
／
加
古

　
　
川
東
郵
便
局
西
側
交
差
点
の
渋
滞

　
　
対
策 

     

議
員
　
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
保
育

所
と
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
幼
稚
園

で
は
、
目
的
や
機
能
が
異
な
り
、
現

行
制
度
の
下
で
は
、
利
用
者
の
ニ
ー

ズ
に
対
応
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ

う
し
た
中
で
就
学
前
の
乳
幼
児
を
受

け
入
れ
て
、
教
育
や
保
育
を
一
体
的

に
提
供
す
る
と
と
も
に
、
育
児
相
談

や
親
子
の
集
い
の
場
を
提
供
す
る
な

ど
、
地
域
に
密
着
し
た
子
育
て
支
援

を
行
う
総
合
施
設
「
認
定
こ
ど
も
園
」

の
制
度
が
創
設
さ
れ
た
が
、
本
市
の

今
後
の
計
画
は
ど
う
か
。 

教
育
総
務
部
長
　
本
市
の
将
来
像
と

し
て
は
、
公
立
の
幼
稚
園
、
保
育
園

を
「
認
定
こ
ど
も
園
」
あ
る
い
は
「
認

定
こ
ど
も
園
」
の
機
能
を
持
つ
施
設

へ
移
行
す
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
、

就
学
前
児
童
の
教
育
・
保
育
の
あ
り

方
を
検
討
し
た
い
。
な
お
、
先
日
発

表
さ
れ
た
兵
庫
県
の
認
定
基
準
案
で

は
、
五
歳
ま
で
の
全
て
の
児
童
の
受

け
入
れ
が
打
ち
出
さ
れ
て
お
り
、
本

市
と
し
て
は
施
設
、
職
員
体
制
、
保

育
料
等
の
課
題
も
あ
る
こ
と
か
ら
更

に
検
討
を
深
め
て
い
き
た
い
。 

そ
の
他
の
質
問
項
目 

○
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

　
　
助
役
制
度
の
廃
止
／
収
入
役
の
廃

　
　
止
／
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
使
用

　
　
料
等
の
納
付
／
行
政
財
産
の
貸
し

　
　
付
け 

○
自
転
車
の
マ
ナ
ー
向
上
の
た
め
の
対

　
策
に
つ
い
て 

　
　
講
習
会
の
実
施
状
況
／
自
転
車
運

▲太子岩のいわれを伝える説明板。 

市
民
病
院
の 

　
経
営
戦
略
は 

　
　
　
新
屋
　
英
樹
　
議
員 

加
古
川
河
川
敷
の 

　
太
子
岩
に
つ
い
て 

　
　
　
眞
田
　
千
穂
　
議
員 

福
祉
用
具
貸
与
継
続
の 

判
断
基
準
は 

　
　
　
中
村
　
照
子
　
議
員 

神
戸
製
鋼
所
問
題 

　
に
つ
い
て 

　
　
　
井
筒
　
高
雄
　
議
員 

認
定
こ
ど
も
園
の 

　
今
後
の
計
画
は 

　
　
　
相
良
　
大
悟
　
議
員 

フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン 

に
よ
る
観
光
振
興
を 

　
　
　 

松
本
　
裕
一
　
議
員 

東
加
古
川
公
民
館
の 

移
転
、改
築
を 

　
　
　
井
上
　
隆
司
　
議
員 

　9月１２日と１３日に行われた一般質問

には１１人の議員が質問に立ち、市政全

般にわたり活発な質問を展開しました。

主な内容は次のとおりです。　　　　

　　　　　　　 

ご
か
い
せ
き 

▲東加古川公民館。 

い
せ
き 

お
お
ぜ
き 

お
お
ぜ
き 

ぜ
ん
そ
く 

ぜ
ん
そ
く 



　
　
転
免
許
証
発
行
の
実
施
状
況
と
効

　
　
果
／
防
犯
登
録
徹
底
の
対
策 

○
認
定
子
ど
も
園
に
つ
い
て 

　
　
運
営
形
態
／
し
か
た
幼
稚
園
の
現

　
　
状
と
今
後
の
課
題 

○
公
共
施
設
の
ト
イ
レ
整
備
に
つ
い
て 

　
　
公
共
施
設
の
二
階
以
上
の
和
式
ト

　
　
イ
レ
の
現
状
／
今
後
の
整
備
計
画 

○
加
古
川
市
公
設
卸
売
市
場
の
活
性
化

　
に
つ
い
て 

　
　
老
朽
化
対
策
／
市
場
ま
つ
り
の
市

　
　
民
の
ア
ピ
ー
ル
／
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　
開
設
と
運
用 

     

議
員
　
あ
る
授
産
施
設
関
係
者
は「
利

用
者
十
五
名
の
う
ち
五
名
が
無
年
金

で
、
施
設
か
ら
支
給
さ
れ
る
わ
ず
か

な
お
金
が
生
活
の
大
き
な
励
み
に
な

っ
て
い
る
。
施
設
に
働
き
に
来
て
い

る
の
に
利
用
料
が
い
る
の
で
は
来
ら

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
訴
え
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
私
の
調
査
で
は
、

本
年
三
月
中
に
施
設
を
退
所
さ
れ
た

方
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
回
数
を

減
ら
す
な
ど
施
設
利
用
を
断
念
さ
れ

た
方
が
い
る
。
障
害
者
自
立
支
援
法

施
行
に
よ
る
施
設
利
用
断
念
に
つ
い

て
、
現
状
と
考
え
方
は
ど
う
か
。 

福
祉
部
長
　
現
在
の
と
こ
ろ
、
障
害

者
自
立
支
援
法
施
行
に
よ
る
負
担
の

増
加
を
理
由
と
し
た
施
設
退
所
な
ど
、

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
理
由
を
断
念
す
る

と
い
う
事
例
は
聞
い
て
い
な
い
。
ま

た
、
本
年
四
月
の
法
施
行
に
伴
う
応

益
負
担
に
つ
い
て
、
種
々
批
判
が
あ

る
こ
と
は
認
識
し
て
お
り
、
今
後
の

状
況
を
し
ば
ら
く
の
間
見
極
め
て
い

き
た
い
。 

そ
の
他
の
質
問
項
目 

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
つ
い
て 

　
　
「
日
払
い
方
式
」
「
報
酬
単
価
引

　
　
き
下
げ
」
の
影
響
と
対
応
／
施
設

　
　
運
営
を
支
援
す
る
施
策 

     

議
員
　
東
加
古
川
駅
東
側
の
上
土
堤 

一
踏
切
及
び
西
谷
踏
切
は
、
朝
夕
の 

通
勤
時
間
帯
に
は
人
と
自
転
車
・
自

動
車
が
集
中
し
、
危
険
な
状
態
に
あ

る
。
早
期
に
拡
幅
等
に
よ
る
解
決
を

望
む
が
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
と
の
協
議
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
西

谷
踏
切
北
側
交
差
点
は
、
交
通
量
が

多
く
、踏
切
に
近
接
し
て
い
る
た
め
、

危
険
で
あ
り
、
安
全
対
策
を
講
ず
る

べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

都
市
計
画
部
長
　
東
加
古
川
駅
東
側 

の
上
土
堤
一
踏
切
及
び
西
谷
踏
切
の 

拡
幅
に
つ
い
て
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
と
協 

議
を
重
ね
て
き
た
が
現
状
で
は
困
難

な
状
況
で
あ
り
、
事
故
防
止
と
輸
送

の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
立
体
交
差

や
統
廃
合
に
よ
る
踏
切
削
減
を
進
め

る
と
の
Ｊ
Ｒ
の
方
針
は
変
わ
っ
て
い

な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
踏
切
も

南
北
交
通
の
要
で
あ
り
、
廃
止
は
不

可
能
な
状
況
で
あ
る
の
で
、
引
き
続

き
Ｊ
Ｒ
に
働
き
か
け
て
い
き
た
い
。

西
谷
踏
切
北
側
交
差
点
は
つ
つ
じ
野

開
発
に
関
連
し
新
設
さ
れ
た
も
の
で
、

公
安
委
員
会
と
の
協
議
を
経
て
一
旦

停
止
規
制
に
至
っ
て
い
る
。
今
後
は
、

路
面
表
示
や
道
路
標
識
等
、
実
効
性

の
あ
る
対
策
を
加
古
川
警
察
署
と
協

議
・
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い

る
。 

そ
の
他
の
質
問
項
目 

○
東
加
古
川
駅
橋
上
化
及
び
駅
周
辺
整

　
備
の
早
期
完
成
に
つ
い
て 

　
　
東
加
古
川
駅
橋
上
化
及
び
駅
周
辺

　
　
整
備
の
進
捗
状
況 

○
高
齢
者
、
障
害
者
へ
優
し
い
街
づ
く 

　
り
、
巡
回
バ
ス
の
導
入
に
つ
い
て 

　
　
平
岡
町
内
、
巡
回
バ
ス
路
線
の
導

　
　
入 

     

議
員
　
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
報
道
さ
れ 

て
い
る
よ
う
に
、
全
国
各
地
で
多
く

の
事
件
や
事
故
が
発
生
し
て
い
る
が
、

本
市
も
例
外
で
は
な
く
、
ひ
っ
た
く

り
や
、
盗
難
事
件
、
交
通
事
故
等
が 

毎
日
の
よ
う
に
発
生
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
中
、
市
で
は
、
「
安
全
で

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
」

を
め
ざ
し
、
各
事
業
を
展
開
し
て
い

る
が
、
事
業
の
実
施
状
況
と
今
後
の

取
組
は
ど
う
か
。 

市
民
部
長
　
平
成
十
六
年
度
か
ら
実 

施
し
て
い
る
安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ

く
り
モ
デ
ル
地
区
事
業
に
お
け
る
防

犯
活
動
団
体
は
、
本
年
七
月
に
全
小

学
校
区
で
立
ち
上
げ
が
完
了
し
た
。

活
動
内
容
は
、
地
域
の
巡
回
パ
ト
ロ

ー
ル
や
夜
間
パ
ト
ロ
ー
ル
、
児
童
生

徒
の
下
校
時
の
見
守
り
運
動
な
ど
で

あ
り
、
ま
た
今
年
度
か
ら
、
全
市
的

に
「
一
戸
一
灯
防
犯
運
動
」
の
推
進

に
も
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
。

さ
ら
に
今
後
は
「
防
犯
リ
ー
ダ
ー
養

成
講
座
」
を
開
催
し
、
地
域
の
防
犯

リ
ー
ダ
ー
と
な
る
人
材
の
育
成
を
図

っ
て
い
き
た
い
。 

そ
の
他
の
質
問
項
目 

○
プ
ー
ル
事
故
防
止
に
つ
い
て 

　
　
給
排
水
口
の
点
検
結
果
／
市
営
プ

　
　
ー
ル
運
営
・
管
理
／
流
水
プ
ー
ル

　
　
異
常
発
生
時
の
対
応
／
地
区
水
泳 

     

議
員
　
国
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
今

年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険
と
介
護
保

険
の
住
民
負
担
は
増
え
て
い
る
。
ま

た
、
障
害
者
自
立
支
援
法
が
本
年
四

月
に
施
行
さ
れ
、
障
害
者
に
も
新
た

な
負
担
が
増
え
て
い
る
。
こ
う
し
た

事
態
を
受
け
て
、
各
自
治
体
独
自
の

軽
減
策
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
本
市

の
具
体
的
な
施
策
は
あ
る
の
か
。 

市
民
部
長
　
国
民
健
康
保
険
料
に
つ 

い
て
は
、
急
激
な
負
担
の
増
加
を
緩

和
す
る
た
め
、
二
年
間
の
経
過
措
置

を
講
じ
て
い
る
。
ま
た
、
低
所
得
者

に
は
、
法
に
基
づ
く
軽
減
措
置
を
適

用
す
る
と
と
も
に
、
所
得
激
減
世
帯

に
は
、
本
市
の
独
自
制
度
と
し
て
減

免
制
度
を
設
け
て
い
る
。 

福
祉
部
長
　
介
護
保
険
料
に
つ
い
て 

も
、
激
変
緩
和
措
置
と
し
て
、
二
年

間
の
経
過
措
置
を
講
じ
て
い
る
。
ま

た
、
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
に
よ

り
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て

一
割
の
応
益
負
担
が
導
入
さ
れ
た
が
、

現
在
の
と
こ
ろ
負
担
増
を
理
由
と
し

た
利
用
中
止
や
利
用
量
の
減
量
の
申

し
出
は
な
い
。
も
う
し
ば
ら
く
の
間
、

状
況
を
見
極
め
た
い
。 

そ
の
他
の
質
問
項
目 

○
住
民
税
増
税
中
止
・
凍
結
、
負
担
軽 

　
減
に
つ
い
て 

　
　
特
に
高
齢
者
増
税
の
中
止
、
凍
結

　
　
を
求
め
る
こ
と 

○
神
戸
製
鋼
所
加
古
川
製
鉄
所
の
操
業

　
に
よ
る
環
境
と
健
康
へ
の
影
響
調
査

　
に
つ
い
て 

　
　
大
気
、
水
質
及
び
降
下
ば
い
塵
等

　
　
の
調
査
の
実
施
／
健
康
問
題
に
つ

　
　
い
て
の
疫
学
的
調
査
の
実
施 

○
人
事
政
策
に
つ
い
て 

　
　
臨
時
職
員
の
採
用
と
処
遇
／
加
古

　
　
川
養
護
学
校
の
介
助
員
の
確
保 

○
介
護
施
設
の
利
用
者
保
護
に
つ
い
て 

 

東
加
古
川
駅
周
辺
の 

早
期
整
備
を 

　
　
　
松
崎
　
雅
彦
　
議
員 

国
保
・
介
護
・
障
害
者 

（児）
の
負
担
軽
減
は 

　
　
　
　
山
川
　
博
　
議
員 

障
害
者
自
立
支
援
法 

　
施
行
に
よ
る
影
響
は 

　
　
　
広
瀬
　
弘
子
　
議
員 

　
民
生
費
の
う
ち
、
社
会
福
祉
費
に 

お
け
る
地
区
公
民
館
整
備
・
移
管
事 

業
の
委
託
料
七
百
五
十
万
円
に
つ
い 

て
、
内
容
を
質
問
し
た
の
に
対
し
、 

理
事
者
か
ら
「
地
元
移
管
予
定
の
二 

十
四
施
設
の
う
ち
、
平
成
十
九
年
度 

に
改
修
工
事
を
行
う
予
定
の
五
施
設 

に
つ
い
て
、
耐
震
診
断
を
実
施
し
よ 

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
の
答
弁 

が
あ
り
ま
し
た
。 

　
商
工
費
の
う
ち
、
観
光
費
に
お
け 

る
加
古
川
観
光
協
会
運
営
事
業
の
使 

用
料
及
び
賃
借
料
八
百
六
十
六
万
円 

及
び
備
品
購
入
費
二
百
二
十
万
円
に 

つ
い
て
、
内
容
を
質
問
し
た
の
に
対 

し
、
理
事
者
か
ら
「
加
古
川
観
光
協 

会
を
、
平
成
十
八
年
十
一
月
よ
り
加 

古
川
駅
前
立
体
駐
車
場
ビ
ル
二
階
に 

開
設
す
る
た
め
の
経
費
で
あ
り
、
使 

用
料
及
び
賃
借
料
に
つ
い
て
は
、
事 

務
所
使
用
料
二
百
八
十
七
万
九
千
八 

百
円
、
共
益
費
三
十
七
万
二
千
七
百 

五
十
円
、
敷
金
五
百
三
十
一
万
二
千 

円
な
ど
を
、
備
品
購
入
費
に
つ
い
て 

は
、
机
・
椅
子
等
の
購
入
費
二
百
二 

十
万
円
を
計
上
し
た
も
の
で
あ
る
」 

と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
委
員
か 

ら
「
加
古
川
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
連 

携
し
、
観
光
の
振
興
に
努
め
ら
れ
た 

い
」
と
の
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
教
育
費
の
う
ち
、
社
会
教
育
費
に 

お
け
る
留
守
家
庭
児
童
対
策
事
業
千 

五
百
六
十
八
万
七
千
円
に
関
連
し
て
、 

委
員
か
ら
「
学
童
保
育
に
つ
い
て
は
、 

土
曜
日
の
開
設
箇
所
を
拡
大
す
る
な 

ど
、
さ
ら
な
る
事
業
の
充
実
に
努
め 

ら
れ
た
い
」
と
の
要
望
が
あ
り
ま
し 

た
。 

●
自
転
車
等
の
放
置
の
防
止
に
関
す 

る
条
例
の
制
定 

　
公
共
の
場
所
に
お
け
る
自
転
車
等

の
放
置
の
防
止
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
公
共
の
場

所
の
機
能
を
保
全
し
、
良
好
な
都
市

環
境
の
形
成
に
資
す
る
た
め
条
例
を

制
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
（
賛
成
多
数
） 

●
加
古
川
市
医
療
の
助
成
に
関
す
る 

条
例
及
び
加
古
川
市
国
民
健
康
保
険 

条
例
の
一
部
改
正 

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
関

係
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
（
賛
成
多
数
） 

●
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報 

償
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部 

改
正
　
　
　
　
　
　
（
全
会
一
致
） 

  

  

●
東
加
古
川
駅
北
広
場
整
備
工
事
請

負
契
約 

　
請
負
金
額
一
億
九
千
七
百
十
五
万

八
千
五
百
円
。
契
約
の
相
手
方
・
（株）

舟
坂
組
　
　
　
　
　
（
全
会
一
致
） 

●
別
府
川
十
三
―

五
号
雨
水
幹
線
整

備
工
事
請
負
契
約 

　
請
負
金
額
三
億
三
千
六
百
万
円
。

契
約
の
相
手
方
・
佐
藤
工
業
（株）
神
戸 

営
業
所
　
　
　
　
　
（
全
会
一
致
） 

　
本
定
例
会
に
、
市
長
か
ら
平
成
十
八
年
度
各
会
計
補
正
予
算
、
条
例 

の
制
定
な
ど
計
三
十
九
件
が
提
出
さ
れ
、
す
べ
て
原
案
の
と
お
り
可
決 

さ
れ
ま
し
た
。 

　
主
な
議
案
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。 

一 

般 

会 

計 

条 

例 

陳 

情 

　
各
常
任
委
員
会
で
、
次
の
陳
情
に
結
論
が 

出
さ
れ
ま
し
た
。 

採
択
と
な
っ
た
も
の 

○
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
打
ち
切 

り
の
調
査
と
改
善
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て
（
神
戸
市
中
央
区
・
兵

庫
県
保
険
医
協
会
理
事
長
・
池
内

春
樹
）
　
　
　
　
〈
全
会
一
致
〉 

○
療
養
病
床
の
廃
止
・
削
減
計
画

の
中
止
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
神
戸
市
中
央
区
・
兵
庫
県
保
険

医
協
会
理
事
長
・
池
内
春
樹
） 

　
　
　
　
　
　
　
〈
全
会
一
致
〉 

○
肝
炎
問
題
の
早
期
全
面
解
決
と 

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
の
早
期
救

済
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
大

阪
市
北
区
・
薬
害
肝
炎
全
国
原
告

団
代
表
・
山
口
美
智
子
） 

　
　
　
　
　
　
　
〈
全
会
一
致
〉 

不
採
択
と
な
っ
た
も
の 

○
教
育
基
本
法
「
改
正
」
法
案
の

廃
案
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
加
古
川
町
北
在
家
・
加
印
教
職

員
組
合
執
行
委
員
長
・
田
原
健
二

郎
）
　
　
　
　
　
（
賛
成
少
数
） 

○
医
療
機
関
に
よ
る
カ
ル
テ
廃
棄 

の
阻
止
に
向
け
た
働
き
か
け
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て（
大
阪
市
北
区
・ 

薬
害
肝
炎
全
国
原
告
団
代
表
・
山

口
美
智
子
）
　
　
〈
賛
成
少
数
〉 

安
全
で 

安
心
な
ま
ち
づ
く
り
を 

　
　
　
畑
　
広
次
郎
　
議
員 

　
次
の
人
が
教
育
委
員
会
委
員
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
） 

か
ま
え  

せ
い
ご 

釡
江  

省
五
（
加
古
川
町
）
再
任 

か
ん
き 

け
ん
い
ち 

神
吉  

賢
一
（
加
古
川
町
）
再
任 

 



決 

算 

認 

定 
決 

算 

認 

定 
　
平
成
十
七
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
な

ど
十
七
件
の
決
算
が
、
所
管
の
各
常
任
委
員
会

に
お
い
て
、
九
月
十
四
日
と
十
五
日
の
日
程
で 

審
査
さ
れ
ま
し
た
。 

　
審
査
の
結
果
は
、
本
定
例
会
最
終
日
に
各
常

任
委
員
長
か
ら
報
告
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
す

べ
て
原
案
の
と
お
り
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
委
員

長
報
告
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

日
岡
山
公
園
野
球
場
の 

　
利
用
状
況
は 

市
税
徴
収
方
法
の 

　
多
様
化
を 

一
般
会
計 

特
別
会
計 

介
護
保
険
事
業 

公
共
下
水
道
事
業 

駐
車
場
事
業 

企
業
会
計 

水
道
事
業
会
計 

病
院
事
業
会
計 

▲のじぎく兵庫国体の会場として使用された日岡山公園野球場。 

▲市営駐車場「カーパークつつじ」。 

住
基
カ
ー
ド
の 

　
普
及
状
況
は 

小
中
学
校
の
机
、椅
子 

　
の
整
備
状
況
は 

メ
ン
タ
ル
サ
ポ
ー
タ
ー 

　
の
効
果
は 

ホ
ー
ジ
ャ
リ
ー
セ
ン
タ
ー 

　
建
設
の
見
通
し
は 

幼
稚
園
舎
の
耐
震
化 

　
整
備
方
針
は 

　
保
健
体
育
費
に
お
け
る
体
育
施
設

管
理
運
営
事
業
の
日
岡
山
公
園
野
球

場
管
理
運
営
委
託
料
千
六
百
四
十
八

万
六
千
九
百
六
十
九
円
に
つ
い
て
、

野
球
場
の
利
用
状
況
を
質
問
し
た
の

に
対
し
、
理
事
者
か
ら
「
平
成
十
七

年
度
は
、
平
成
十
六
年
度
と
比
べ
若

干
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
野
球
協

会
を
中
心
と
し
て
二
万
四
百
三
十
三

人
の
利
用
が
あ
っ
た
」
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
委
員

か
ら
「
観
客
席
を
整
備
す
る
な
ど
、

さ
ら
な
る
利
用
の
促
進
に
努
め
ら
れ

た
い
」
と
の
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。 

   

　
歳
入
の
う
ち
、
市
税
の
徴
収
方
法

に
つ
い
て
、
委
員
か
ら
「
収
納
率
向

上
の
た
め
、
今
後
、
徴
収
の
外
部
委

託
、
機
械
に
よ
る
電
話
催
告
、
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
収
納
等
に

つ
い
て
実
施
の
予
定
は
あ
る
の
か
」

と
質
問
し
た
の
に
対
し
、
理
事
者
か

ら
「
外
勤
徴
収
や
電
話
催
告
の
際
に

は
、単
に
納
付
を
促
す
だ
け
で
な
く
、

分
割
納
付
の
相
談
や
各
種
申
請
手
続

き
に
つ
い
て
の
説
明
も
行
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
職
員
に
よ
る
対
応
を
続

け
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
収
納
に
つ
い
て

は
、
今
後
具
体
的
に
検
討
し
て
い
き

た
い
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。 

   

　
商
工
費
の
う
ち
、
商
工
業
振
興
費 

に
お
け
る
か
こ
が
わ
　
じ
ば
さ
ん
　

市
場
開
設
事
業
の
工
事
請
負
費
三
百 

五
十
九
万
七
千
三
百
円
に
関
連
し
て
、 

ホ
ー
ジ
ャ
リ
ー
セ
ン
タ
ー
建
設
の
今 

後
の
見
通
し
を
質
問
し
た
の
に
対
し
、 

理
事
者
か
ら
「
か
こ
が
わ
　
じ
ば
さ 

ん
　
市
場
を
開
催
し
つ
つ
、
靴
下
工 

業
組
合
と
の
協
議
を
進
め
て
い
る
と 

こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
継
続
し 

て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
」

と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。 

   
　
教
育
費
の
う
ち
、
小
学
校
費
に
お

け
る
小
学
校
運
営
管
理
事
業
の
一
般
・

教
材
備
品
六
千
百
一
万
七
千
七
百
九

十
四
円
に
関
連
し
て
、
小
中
学
校
の

新
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
の
机
・
椅
子
の
整
備

状
況
を
質
問
し
た
の
に
対
し
、
理
事

者
か
ら
「
机
に
つ
い
て
は
、
小
学
校

で
二
十
八
・
七
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
中

学
校
で
十
一
・
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
、

椅
子
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
で
四
十

八
・
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
中
学
校
で

九
十
九
・
八
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
整
備

が
完
了
し
て
お
り
、
今
後
と
も
、
損

傷
し
た
も
の
か
ら
順
次
交
換
し
て
い

く
こ
と
と
し
て
い
る
」
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。 

   

　
幼
稚
園
費
に
お
け
る
幼
稚
園
建
設

事
業
千
八
百
二
十
二
万
六
百
五
十
円

に
関
連
し
て
、
幼
稚
園
舎
の
耐
震
化

が
遅
れ
て
い
る
理
由
と
、
今
後
の
整

備
方
針
を
質
問
し
た
の
に
対
し
、
理

事
者
か
ら
「
大
規
模
改
修
と
合
わ
せ

老
朽
化
し
て
い
る
も
の
か
ら
耐
震
化

を
進
め
て
い
る
が
、小
中
学
校
な
ど
、

三
階
建
て
以
上
の
危
険
度
の
高
い
も

の
を
優
先
し
た
こ
と
が
主
な
理
由
で

あ
る
。
今
後
と
も
、
大
規
模
改
修
等

の
機
会
を
捉
え
て
、
順
次
整
備
を
進

め
て
い
き
た
い
」
と
の
答
弁
が
あ
り

ま
し
た
。 

   

　
中
学
校
費
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
サ

ポ
ー
タ
ー
配
置
事
業
二
千
四
十
万
三

千
十
円
に
つ
い
て
、
効
果
を
質
問
し

た
の
に
対
し
、
理
事
者
か
ら
「
不
登

校
傾
向
で
あ
っ
た
が
別
室
へ
の
登
校

が
可
能
と
な
っ
た
生
徒
が
四
十
六
名
、

一
般
教
室
へ
の
登
校
が
可
能
と
な
っ

た
生
徒
が
二
十
名
、
ま
た
、
別
室
か

ら
一
般
教
室
へ
の
登
校
が
可
能
と
な

っ
た
生
徒
が
十
三
名
、
合
計
七
十
九

名
の
生
徒
に
つ
い
て
改
善
が
見
ら
れ 

た
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
に
対
し
、
委
員
か
ら
「
校
内
で
研

修
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
他
の
教
職

員
と
の
情
報
交
換
、
連
携
を
進
め
て

も
ら
い
た
い
」
と
の
要
望
が
あ
り
ま

し
た
。 

   

　
総
務
費
の
う
ち
、
戸
籍
住
民
基
本

台
帳
費
に
お
け
る
証
明
書
自
動
交
付

機
設
置
事
業
千
七
百
七
十
九
万
八
千

五
百
七
十
七
円
に
つ
い
て
、
住
基
カ

ー
ド
及
び
自
動
交
付
機
に
よ
る
証
明

書
の
交
付
枚
数
を
質
問
し
た
の
に
対

し
、理
事
者
か
ら
「
住
基
カ
ー
ド
は
、

平
成
十
八
年
八
月
末
現
在
で
四
千
八

百
九
十
二
枚
交
付
し
て
い
る
。
証
明

書
は
、
平
成
十
七
年
度
は
月
平
均
百

枚
程
度
の
交
付
で
あ
っ
た
が
、
平
成

十
八
年
度
は
、
月
平
均
百
五
十
枚
程

度
と
増
加
し
て
い
る
。
今
後
と
も
、

住
基
カ
ー
ド
の
普
及
に
努
め
て
い
き

た
い
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
保
険
料
の
う
ち
、
介
護
保
険
料
の

収
入
未
済
額
八
千
七
十
二
万
八
千
百

円
に
つ
い
て
、
取
組
を
質
問
し
た
の

に
対
し
、
理
事
者
か
ら
「
不
納
欠
損

と
な
っ
た
場
合
は
記
録
が
十
年
間
残

さ
れ
、
介
護
を
受
け
る
際
に
給
付
が

減
額
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の

制
度
を
十
分
に
説
明
し
、
保
険
料
の

徴
収
に
努
め
て
い
る
」
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
委
員

か
ら
「
滞
納
者
に
対
し
て
は
、
き
め

細
か
い
対
応
を
し
て
も
ら
い
た
い
」

と
の
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。 

  

　
供
用
開
始
区
域
内
の
未
接
続
件
数

及
び
理
由
を
質
問
し
た
の
に
対
し
、

理
事
者
か
ら
「
平
成
十
八
年
四
月
一

日
現
在
で
五
千
八
百
件
あ
り
、
経
済

的
な
問
題
や
借
地
借
家
関
係
に
起
因

す
る
事
情
が
主
な
理
由
で
あ
る
」
と

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対

し
、
委
員
か
ら
「
今
後
、
早
期
の
接

続
に
向
け
、
何
ら
か
の
方
法
を
検
討

し
て
も
ら
い
た
い
」
と
の
意
見
が
あ

り
ま
し
た
。 

  

　
借
入
金
の
償
還
が
完
了
し
た
後
の

駐
車
場
使
用
料
の
考
え
方
を
質
問
し

た
の
に
対
し
、
理
事
者
か
ら
「
維
持

管
理
経
費
と
し
て
年
間
約
三
千
万
円

必
要
で
あ
る
こ
と
や
、
受
益
者
負
担

の
観
点
か
ら
、
現
行
の
料
金
体
系
を

維
持
し
て
い
き
た
い
」
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
委
員

か
ら
「
不
法
駐
車
対
策
の
た
め
に
建

設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

来
庁
者
に
負
担
を
求
め
る
の
は
間
違

い
で
あ
る
」
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し

た
。 

      

　
当
年
度
純
利
益
五
億
四
千
二
十
万

千
八
百
三
十
八
円
に
つ
い
て
、
平
成

十
七
年
度
当
初
予
算
よ
り
増
額
と
な

っ
た
理
由
及
び
未
収
金
対
策
に
つ
い

て
質
問
し
た
の
に
対
し
、
理
事
者
か

ら
「
退
職
者
不
補
充
や
民
間
委
託
に

よ
る
人
件
費
の
削
減
及
び
工
事
請
負

費
の
入
札
残
な
ど
が
主
な
理
由
で
あ

る
。
ま
た
、
未
収
金
対
策
と
し
て
、

悪
質
滞
納
者
に
は
、
給
水
停
止
に
至

る
期
間
の
短
縮
等
も
検
討
し
て
い
る
」

と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

委
員
か
ら
「
未
収
金
に
つ
い
て
は
、

積
極
的
な
回
収
に
努
め
、
利
用
者
の

負
担
の
公
平
性
を
確
保
し
て
も
ら
い

た
い
」
と
の
要
望
や
「
よ
り
一
層
の

効
率
化
を
図
る
た
め
、
下
水
道
事
業

と
の
組
織
の
一
体
化
な
ど
、
今
後
の

事
業
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
も
ら
い

た
い
」
と
の
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。 

  

　
当
年
度
純
利
益
三
千
二
百
九
十
七

万
二
千
八
百
九
十
六
円
に
つ
い
て
、

平
成
十
六
年
度
と
比
べ
大
幅
に
減
少

し
た
理
由
を
質
問
し
た
の
に
対
し
、

理
事
者
か
ら
「
電
子
カ
ル
テ
を
導
入

し
た
際
、患
者
数
を
抑
制
す
る
た
め
、

一
時
的
に
他
の
病
院
を
紹
介
し
た
こ

と
や
、
シ
ス
テ
ム
の
賃
借
料
が
発
生

し
た
こ
と
が
主
な
理
由
で
あ
る
」
と

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。 
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